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経済企業委員会会議録 

 

令和３年６月１７日 木曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ０時１４分閉議（実時間１１８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５１号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第３号（関係分） 

１．議案第７５号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第４号（関係分） 

１．議案第５５号・専決処分の報告及びその

承認について（令和３年度八代市一般会

計補正予算・第２号（関係分）） 

１．議案第７４号・八代市こいこい広場条例

の一部改正について 

１．陳情第２号・八代商工会議所・八代市商

工会による合同商談会の企画・実施につ

いて 

１．所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

（地方創生推進交付金事業に係る効果検証

について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  村 川 清 則 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員          君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 経済文化交流部長   和久田 敬 史 君 

  経済文化交流部次長 一 村   勲 君 

  理事兼商工・港湾振興課長 田 中   孝 君 

  理事兼観光・クルーズ振興課長 南   和 治 君 

 農林水産部長     福 田 新 士 君 

  農林水産部次長   豊 田 浩 史 君 

  農地整備課長    村 井 幸 治 君 

 建設部 
 
  理事兼災害復旧課長 
            鶴 本 英一郎 君 
  （農林水産部付（災害復旧担当課長）兼務） 
 

 総務企画部 
 
  坂本支所理事兼 
            田 中 かおり 君 
  地域振興課長 
 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（村川清則君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

ので、ただいまから経済企業委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第５１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第３号（関係分） 

○委員長（村川清則君） 初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第５１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 まず、歳出の第６款・商工費及び第９款・教

育費について、経済文化交流部から説明願いま

す。 
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○経済文化交流部長（和久田敬史君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部の和久田でございま

す。 

 経済企業委員会に付託されました、議案第５

１号・令和３年度八代市一般会計補正予算・第

３号中、経済文化交流部に関わります部分につ

きまして、一村次長が説明をいたしますので、

よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（一村 勲君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部の一村でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。着座に

て説明をさせていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○経済文化交流部次長（一村 勲君） それで

は、議案第５１号・令和３年度八代市一般会計

補正予算書・第３号の３ページをお願いいたし

ます。 

 歳出の款６・商工費、項１・商工費で、補正

額６６０５万８０００円を増額し、補正後の額

を２３億５７１０万６０００円としておりま

す。 

 次に、その下でございます。款９・教育費、

項７・社会教育費で、補正額３６５３万４００

０円を増額し、補正後の額を９億４４９０万２

０００円としています。なお、当部関係分は８

５０万４０００円の増額でございます。 

 続きまして、１５ページをお願いいたしま

す。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費で、補正額５０４１万８０００円を増額

し、補正後の額を１６億９１１８万５０００円

としております。 

 説明欄の企業誘致対策事業３９８９万１００

０円は、新型コロナウイルス感染症の拡大を契

機に、国民の意識・行動の変容が見られること

を踏まえ、地方でのサテライトオフィスの開設

や、テレワークを活用した移住・滞在の取組を

支援することにより、地方への新しい人の流れ

を創出し、東京圏への一極集中是正、地方分散

型の活力ある地域社会の実現を図ることを目的

に、プログラミングスクール及びコワーキング

スペースとして使用している施設の改装経費

や、サテライトオフィス整備に要する経費を補

助するもので、併せてこの施設の活用に係るプ

ロモーションを委託するものでございます。 

 財源は国の地方創生テレワーク交付金及び地

方創生臨時交付金を充てることとしておりま

す。 

 参考までに、国の資料を抜粋したものをお配

りしております。 

 続きまして、坂本復興応援事業（豪雨災害）

１３８万５０００円は、令和２年７月豪雨で被

災した事業者９店舗が入居されますさかもと復

興商店街のオープンに伴いまして、７月３日土

曜日に実施のオープニングセレモニーに係る委

託料及びにぎわいを創出するため、令和４年３

月末までのイベント実施に要する経費を補助す

るものでございます。財源としまして、全額豪

雨災害寄附金を充てることとしております。 

 なお、復興商店街の入居事業者様及び配置に

つきましては、資料を配付しておりますので、

そちらを御覧ください。お配りしておりますさ

かもと復興商店街入居図、令和３年６月３日時

点というＡ４の１枚ものでございます。右上の

全体図のとおり、Ａ棟・Ｂ棟がＬ字型に配置さ

れており、それぞれの棟には御覧の事業者様が

入居されます。 

 なお、Ｂ棟のＢ－１及びＢ－７は、現在も公

募中でございます。オープン後は坂本町の復興

のシンボルとして、にぎわいを創出してまいり

ます。 

 次に、八代港ポートセールス事業８９３万２

０００円は、新型コロナウイルス感染症の影響

で、世界的に国際海上コンテナ輸送の需給が逼
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迫していることから、八代港におけるコンテナ

取扱量の維持、増加及び貿易活動の拡大に寄与

することを目的に、本市をはじめとする県内の

加工品、農水産品の輸出促進とＰＲ活動の一環

として、八代港の国際コンテナ定期航路におけ

るラッピングコンテナの貸与を実施するに当た

り、そのコンテナを購入する経費でございま

す。 

 コンテナにつきましては、２０フィートと４

０フィートのリーファーコンテナを各１台購入

いたします。財源は、全額ふるさと八代元気づ

くり応援基金からの繰入金でございます。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業

（ハーモニーホール）２１万円は、桜十字ホー

ルやつしろにおける感染症防止対策で、サーマ

ルカメラ１台を購入するものでございます。な

お、財源は国の地方創生臨時交付金を充てるこ

ととしております。 

 続きまして、その下の目３・観光費で、補正

額１５６４万円を増額し、補正後の額を３億２

５１０万３０００円としております。 

 説明欄の広域交流センターさかもと館（道の

駅）管理運営事業（豪雨災害）４０万円は、

「道の駅坂本 さかもと館」の再開に伴い、７

月３日土曜日に坂本復興商店街と同時に実施す

るオープニングセレモニーに要する経費でござ

います。財源については、全額豪雨災害寄附金

でございます。 

 次に、荒瀬ダム撤去対策事業１４４０万円

は、令和２年７月豪雨の影響により延期になっ

ておりました荒瀬ダムボートハウス跡地の整備

について、国及び県との協議が終了したことか

ら、駐車場の整備に要する経費を補正するもの

でございます。 

 荒瀬ダムボートハウスについては、令和２年

度において、建物撤去後に川遊びの方優先の駐

車場として整備し、道の駅さかもと周辺ととも

に、かわまちづくり計画の川遊びの拠点とする

計画でございました。令和２年７月豪雨災害に

より建物が被災し、撤去に係る工事の着手が遅

れ、本年４月に撤去を完了したところでござい

ます。 

 かわまちづくり計画については、今後も継続

して取り組んでいくため、建物の撤去後のボー

トハウス跡地について、計画どおり川遊びの拠

点の一つとして、駐車場として整備するもので

ございます。今後、国において堤防から水際へ

の安全なアクセスのため、坂路・通路の整備が

行われる予定となっております。特定財源とし

まして、熊本県企業局の荒瀬ダム撤去対策事業

負担金７２０万円と市債７２０万円を充てるこ

ととしております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業

（東陽交流センター）（さかもと館）（日奈久

温泉施設「ばんぺい湯」）及び（よかとこ物産

館）にそれぞれ２１万円を計上しております。

これは各観光施設における感染症防止対策とし

て、サーマルカメラを各１台設置するものでご

ざいます。なお、財源は国の地方創生臨時交付

金を充てることとしております。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費で、補正額４９万円を増額し、補正後

の額を１億１１８５万７０００円としておりま

す。 

 説明欄の新型コロナウイルス感染症対策事業

（文化センター）は、鏡文化センターの感染防

止対策として、サーマルカメラ２台とＣＯ２測

定器７台を購入するものでございます。なお、

財源は国の地方創生臨時交付金を充てることと

しております。 

 続きまして、目６・文化財保護費で、補正額

８０１万４０００円を増額し、補正後の額を２

億６８３８万１０００円としております。 

 説明欄の指定文化財保存管理事業２５０万円

は、徳淵町町内会の八代妙見祭「笠鉾 松」の
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衣装の整備費用の一部を補助するものでござい

ます。財源としまして、一般財団法人自治総合

センターのコミュニティ助成金を充てることと

しております。 

 続きまして、文化財保護啓発事業３４０万１

０００円は、八代市日本遺産活用協議会が行い

ますガイドブック、パンフレット作成などの事

業に係る市負担分でございます。財源としまし

て、八代市日本遺産活用推進基金からの繰入金

を充てることとしております。 

 次に、地域コミュニティ施設等再建支援事業

（豪雨災害）２１１万３０００円は、被災した

地域コミュニティ施設等の再建に要する経費の

一部を補助するものでございます。 

 坂本町合志野地区の天祠宮の整地や曳家作業

及び中津道地区の中津道阿蘇神社の瑞垣位置戻

しや高欄修繕等に補助するものでございます。

財源としまして、県の令和２年７月豪雨被災者

等支援交付金を充てることとしております。 

 説明については、以上でございます。御審議

方よろしくお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について、質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） すいません。今御説明

いただいた中で……。ちょっと待ってください

ね。企業誘致対策事業ということでありました

けれども、昨日の一般質問でもちょっとお話し

したんですけれども、その事業者さんが一本釣

りだったという話があって、ほかにはなかった

んですかねっていう話だったんですけど、そこ

ら辺のちょっと回答をいただきたいなというの

があります。あともう１点あったんですけど、

そちらについてもちょっと御回答いただければ

と思いますんで。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）商工・港湾振興課の田中で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 委員がお尋ねされてるＳＵＮＡＢＡＣＯ以外

の事業者さんの件ということで、まず一つ、そ

ちらでございますが、今現在、八代市では、Ｓ

ＵＮＡＢＡＣＯ以外に、ＭＡＲＵＫＵさんと新

八代駅前のコワーキングスペースを運営してい

るところがあるということでをたしか昨日おっ

しゃったと思っております。そこに声をかけな

かったのかという点でございますが、まず、Ｍ

ＡＲＵＫＵのほうにつきましては、現在コワー

キングスペースの運営を行っていらっしゃいま

せん。そこでお声がけしてないということでご

ざいます。それと新八代駅前の施設の形態につ

きましては、オフィスを賃貸されてるというと

ころになりますので、いわゆるシェアオフィス

が主な目的の施設であるということで、私ども

が認識しておりますので、お声がけしてないと

いうところでございます。 

 また、本市では現在、情報通信関連企業の集

積が進んでいる本町商店街にさらなる集積を図

るということで、中心市街地に若者を呼び込み

活性化にも寄与できると考えて、このようにし

たところでございます。 

 さらにもう一点、昨日、宿泊施設の整備とい

うことで申しましたので、それは民業圧迫にな

らないかという点でございますが、今回の事業

で整備いたします宿泊施設の主な対象者につき

ましては、このコワーキングスペースを運営さ

れますＳＵＮＡＢＡＣＯ八代で開校しておりま

すプログラミングスクールの受講者または今後

整備予定のサテライトオフィスの入居企業の関

係者などを想定しておりまして、人数としても

同時に宿泊できるのが 大で５名程度と考えて

おります。もともとＳＵＮＡＢＡＣＯ八代がな

ければ、八代に来ることがなかった方々だと考

えておりますので、結果的に民業圧迫につなが

るとは考えていないところでございます。 

 また、この事業でですね、テストケースとし
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て、このように私どもの施設の有効活用とか民

間施設の有効活用のケースになって、そのよう

なことに今後つなげていければというふうにも

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい、分かりました。 

○委員（山本幸廣君） 今、田中課長のほうか

ら説明があったように、今後のことですよね。

昨日一般質問であのような質問をされて、答弁

の中でも、私、あの答弁でよかったと思います

が、今後の問題として、関連事業というのがで

すね、今のところは少ないけれども、じゃあＳ

ＵＮＡＢＡＣＯだけでいいのかと。受講生が何

人来るか分からないというな状況の中でです

よ、毎年、受講生の定員満員となって、それが

活力沸いてというような形をですね、毎年毎

年、あれは年に何回かするよな、受講生。と思

うんですよね。 

 そういう中で、じゃあＳＵＮＡＢＡＣＯばか

りで、この事業者ばかりでいいのかってなった

ときに、これはもう少し考える必要があると思

うんですよね。そういうのをつくり上げてい

く、まずは。行政としては、そのように言われ

ないようにしてつくり上げていくというのが今

後の課題としてですね。 

 私はこれはぜひともやってほしいと思うんで

すよ。そんなにいいＳＵＮＡＢＡＣＯの体制の

中でですよ、私はＳＵＮＡＢＡＣＯばかりじゃ

なくしてから、または、別なですね、一からで

もスタートしていけるような、そういう事業者

を生んでいくということが、やはり一つの波紋

から大きな波紋に伝わっていくというふうに考

えるんですが。 

 田中課長がいるんですけども、私なりに答え

は自分で考えたいと思うんですけども、よろし

ければ田中課長、今の質問に。和久田部長でも

結構だけどな。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 今後の展開ということだと思います。そのこ

とにつきましては、まず、昨年度、プログラミ

ングスクールの実績といたしましては、７７名

の修了生を輩出しているということになってお

ります。受講生も６０代から１０代というな年

齢層になっておりますが、そのような形で、現

在プログラミングスクールを進めております

が、先ほど申しましたように、今回、サテライ

トオフィス等をする中で、テストケースとして

考えてるということを申しましたが、今後、民

間の方で、こういうことをやれると、またはや

っていけるというようなことができましたら、

そういう方々も、私どもとしては誘致しなが

ら、新たな展開も含めてですね、考えてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） その中で問題になって

くるのがということで、今後についてはそのよ

うな方向性でしていただければなと思います。 

 ただ、問題になってくるのは、先日の野﨑議

員の質問の中でもですね、やはりの民宿的な宿

泊施設等々でですね、内輪の人が受講して、そ

の後、宿泊をする。そこら辺りの中でですね、

やはり、いつまでも延長線の中でですね、宿泊

所も延長線で持ていったならば、必ずそこにお

酒は持ち込むは、わいわいやるわという可能性

が十分あるんですよね。受講生というのは１か

月か何か月かおると思うんですけども。 

 そういう中でその辺りの規則というのはです

ね、しっかりやっぱり行政としても、これだけ

はほとんど１００％の補助金を活用していくわ

けですから、やっぱり市民の方に悪い影響を与

えないような対策、規則というのもやっぱしき

ちっとしてやったほうがいいんじゃないかなと

いうふうに思いますがね。 

○委員長（村川清則君） 意見とか要望として

いいですか。 
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○委員（山本幸廣君） いやいや、課長に答弁

を。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 にぎわいの創出につながるようなですね、皆

さんにＳＵＮＡＢＡＣＯ自身の運営の仕方と

か、あとは今現在やっていらっしゃる事業内容

とか、そういうことも広く周知をしていただき

ながら、皆さんと共存しながら、御理解いただ

けるような形でですね、いろんなことを丁寧に

進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） これは１００％の補助

ですので、活用すればいろんな活用法があると

思うんですよね。１事業所じゃなくしてからで

すね。それをやっぱり率先して推進を図ってほ

しいなということで、意見ですけどね、してい

ただければなと思います。 

○委員長（村川清則君） 意見として。 

○委員（山本幸廣君） 意見としてです。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） すいません、今の件で

２つあります。 

 １点目は、この事業がまだ継続されていく。

今の答弁の中でもあったんですけど、そういっ

たほかにも事業者が出てきたら、一緒になって

またやっていきたいみたいな話があったかと思

うとですけれども、今回は特別な国の補助金が

あったけんが高補助率でできたっていう話なん

ですけれども、次に来た人たちにはそれがない

可能性があるじゃないですか。八代市の方向性

としては、それに対して、一般財源とかそうい

うものでも、この１００％をやるのかというと

ころを聞きたい。 

 もう１つ、先ほど答弁の中でＭＡＲＵＫＵさ

んの話がありましたが、これやってないという

話だったですよね。ＭＡＲＵＫＵさんは２年前

に来らしたっですよ。そんときに立地協定とい

うことで当時の県の副知事、そして八代市長と

ＭＡＲＵＫＵさんの社長３人で、大々的に記者

会見をされたんですよ。そんときに、コワーキ

ングスペースをやりますと言われたんですよ、

２年前に。それをしてないというのはどういう

ことですかね。約束が守られてないっちゅうこ

とですかね。そのとき企業立地の関係で、補助

金出しているんじゃないですか、たしか。それ

はどういうことですかね。そういうようにちゃ

んと補助金を出してるのにやられてないという

のはどういうことなんですか。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 まず、１点目、今後の展開の部分になります

が、先ほどちょっと申しましたが、今回テスト

ケースとして整備を、国の補助を使い、今後の

ランニングコスト、運営ついては、全てＳＵＮ

ＡＢＡＣＯさん、民間事業者のほうでやるとい

うテストケースになっております。 

 これは現在、国のほうでも経済産業省のほう

でですね、民業の転換とか、そういうことで予

算が、民間事業者自らやる場合はそういうメニ

ューも今準備されておるのもございます。そう

いうことも御紹介しながらですね、市のほうで

いろんな準備をして、一般財源を持ち出してい

うのは今現在考えておりませんで、そういうこ

とを御紹介しながら、民間の事業者さんのほう

が採算とれると御判断ができれば、そういう御

案内も含めてしていきたいというふうに考えて

おります。それがまず１点目でございます。 

 それと、２点目のＭＡＲＵＫＵさんの件でご

ざいますが、その当時、今現在ですが、あの空

き店舗の中に、衆という建物がございまして、

こちらのほうに入ってきていただきました。Ｍ

ＡＲＵＫＵさんの大きな役割としては、関連す

る事業者さんの誘致をやりますということ、そ

れとその当時、その建物の今現在事務所は２階

でございまして、１階が空いていたので、そち

らのほうをコワーキングスペースとしてです
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ね、やりたいというようなお話がございまし

た。ところがすぐ、今度は今１階に入っており

ますが、お金の家庭教師さんということで、誘

致企業が新たに関連して出てまいりましたの

で、今度は誘致のほうとウェブ製作の業務を推

進するということでですね、やってらっしゃる

というのが現状でございます。 

 今現在、ＳＵＮＡＢＡＣＯ八代で使っており

ます旧ジーンズ三信の建物につきましては、私

どもも、あそこの運営をＭＡＲＵＫＵさんとで

すね、やっていければということでいろんな話

をしましたが、進め方として、今現在スピード

感を考えた場合、ＳＵＮＡＢＡＣＯさんが自ら

お見えになって、自分で改修されて実施された

というようなケースも含めて、今現在に至って

いるところでございます。 

 ですので、当時、ＭＡＲＵＫＵのほうには、

通信関連の補助は出しておりますが、コワーキ

ングをするために出したということではなく

て、こっちに進出してこられて、事務所を開設

されて、それに必要な補助ということで通信関

連の補助を出したところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございま

す。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 角度を変えてからです

ね、企業誘致のことについてですよ、小さいの

から大きいのあるわけですけども、私たちは企

業誘致と言えば必ず何かですね、税の問題、固

定資産税関係とか電気関係とかの軽減をしまし

ょうという中で、たくさんそういうのがあった

ですよね、企業誘致の……。 

 基本的に何を、はっきり言ってから、サービ

スでやるのかっていう。八代市としてですね。

その基本は持っとかないかんと思うとですよ。

固定資産税、そしてから借地の中で、１年間ぐ

らいは借地料もらわないとか、固定資産税の減

免をする。そして電気代の減免をする。基本と

してそういうのをしとればですね、それプラ

ス、対象になる補助事業を活用していく、そう

いうのを基本にしていけばですね、やっぱり企

業誘致というのは、よそからも大変来るんじゃ

なかろうかなあという。私たちなんかは、私が

考えとったんですが、土地代くらいただでやれ

って。土地代ぐらいですね。そうすると企業は

どんどんどんどん来るということなんですよ。 

 そして、一つ例えば飲食業の話ですけども、

飲食業は閉店なってから、そこの経営者が替わ

ったときに、新しく新規、こういうのは企業誘

致といっちょん変わらんとですよ。よそから来

る人もおるわけですけんが。それには何もない

という、不公平さをずっと感じることもたまた

まあるわけですけども、そこ辺りのやっぱ整理

というのはきちっとしておかなきゃいけないな

というのは、私のこれは考えですけども、ぜひ

ともな。それはやっておられると思うとたい。

けれども基本は減免。それ以上の減免するなら

土地代でもただでもやれるんですよ。１００坪

って、１００坪が幾らと思うか。それだけのや

っぱり所得税に反映してくるわけだけんでか

ら、そういうのを大々的にやるような八代市と

やっぱしアピールするようなことじゃなけれ

ば。 

 今回のＳＵＮＡＢＡＣＯについてはですね、

補助対象というのは、これはトマト関係のハウ

スについても９割補助で大変もめましたね。知

っとっ奴は知っと奴、知らん奴は知らん奴。大

変もめて、農家の方々が物すごく利害関係を物

すごく悪くされてですね。そういうことになら

ないようにということで、今回のこういう問題

が出てくるもんだけん。１００％の補助金とい

うですね。それに該当したということですけん

でから何も言うことはないわけですけども、こ

れからひとつ活用して、どんどんどんどん実効

性を（聴取不能）していただければですね、そ
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れに越したことないわけですけども、基本的に

はやっぱそういうものをやっぱり柱にしてから

企業誘致対策として進めてほしいなと思います

が、ここは部長の一言でも結構です。 

○経済文化交流部長（和久田敬史君） 今の山

本委員のお尋ねでございますけれども、基本的

には企業誘致に関係いたしましては、企業さん

が投資をされた額に対して、見返りといいます

か、例えば、人を１人雇用したら幾らとか、あ

るいは設備投資を幾らしたらそれに対しては補

助をすると、基本的な考え方はそういう考え方

になっております。 

 それと併せまして、進出される場合、例え

ば、土地を購入されたときには、その固定資産

税を２年間無償にいたしますとか、賃貸で入ら

れるときには、その賃料を何年間か無料にいた

しますとか、そういった基本的な方針がござい

ますので、お金を投資された、あるいは人を雇

用されたときに行政としては支援をするという

ような形を基本的な考え方としては持っている

というところでございます。 

 今後もですね、それが、さらに企業さんが進

出したくなるような形に行政としてはしっかり

やっていきたいと、取り組んでまいりたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 部長、ありがとうござ

いました。 

 その姿勢で、今の考え方をもう少しジャンプ

してですね。無償提供というのもどこか自治体

でやっとるところがあるんですよ、大きな企業

が来たら無償でもというのは。農振地域に大き

な企業が来たときには。 

 コストコの問題をよく見てください。なんで

八代にコストコが来なかったのか。これは物す

ごくですね、これはもう本当に八代市してはで

すね、このような財産をよそにおっとられたと

いうか。サントリーも一緒だったんですけど、

後は間尺せんでとうとう形になったわけですけ

ども、やっぱそういうときには減免というのは

土地代は無償にすると。これは首長のトップダ

ウンでいいわけですけんでから。と私は思いま

す。今の答弁で理解いたしましたので。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） ないようでしたら、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 今の企業誘致対策事業

の件ですけれども、高補助率でこの事業をやっ

たというのは、実績としてずっと残るんです

よ。次回来る方というのが、そういうのを見た

ときに、じゃあという、何か不平不満という話

になると、来られないっちゅうかですね、そう

いう残念なことにもつながりかねないというふ

うに思うんです。だけん、先ほども言ったよう

に、来てほしいじゃないですか、いっぱい。今

一生懸命されてるのは分かるんです。だけん

が、自分たちと市の方向性はこういうものを、

経済文化交流部ではですね、持ってる、いいの

を持ってるんですから、次来られた方に対し

て、あるいはですよ、それを検討されている方

に対しては、八代市は一般財源でもやりますよ

と、来られたときには歓迎してやるんですと、

だけん来てくださいと、そういうアピールがで

すね、逆の発想で言えばそういうのもできるか

なと思うんです。どんどん来てくださいと。じ

ゃないと、全国的にこういうことを、企業誘致

のころからですね、そういうことをやっている

ところもたくさんあるじゃないですか、やっ

ぱ。それに負けないようにやるためには、そう

いうアピールというのは大事だと思うとですよ

ね。今回の件を、悪いことじゃなくて、いい方

向として捉えてですね、ぜひ予算獲得してそう

いうことをやってみてほしいなというふうに思
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います。よろしくお願いいたします。 

○委員（山本幸廣君） 予算書１５ページの右

側の下段のほうですが、新型コロナウイルス感

染症対策事業の中で４つの、東陽交流センター

からさかもと館から日奈久温泉施設ばんぺい

湯、よかとこ物産、これってずっとまん延防止

重点措置から休業をしておりましたですよね。

休業しておる中でですね、いろんなやっぱり市

民の方々の苦情なり、県外からも来られた方々

がおられますということで、休館したのでその

周辺の旅館、そしてまた温泉施設ですね。 

 特に日奈久温泉旅館幸ヶ丘さんところに、私

もちょうど休みだったもんですけん、行ったと

ころが、県外から物すご来られてですね、はっ

きり言ってあくしゃうったと、コロナがうつっ

てもらうと困るけんでからということで、うち

も休館しようかな、休業しようかなということ

を言われたんですが、潮青閣に行きますと、そ

れこそ芋洗うごつ行列。それで６人ぐらいに絞

って、浴槽の中は６人ぐらいでということでで

すね、もう行列ですよ。東湯に行きますと開か

っとっますよ。これはまた１００メーターばか

り行列。こういう状況ではですね、なかなか厳

しいなという中で、開館していただいて、今本

当ににぎわいをしとるわけですけども。坂本も

一緒ですよね。待ちに待った開館だったので、

温泉施設もですね。 

 八代は、観光、観光の中でと言って、こうい

う温泉も一緒ですけども。じゃあ魅力のある観

光地というのはどうあるべきかということをで

すね、再認識してほしいなというのと、経営者

の感覚と、それからそこに出店をする地元の業

者の方々ですよ。その方々の意見も言うて、こ

の前も和久田部長にお願いをした経緯がありま

すけども、本当に喜んでおられました。１回開

けていただいているということでですね。 

 さすがやっぱり八代市役所の担当がすばやか

ったなということで言われたんですが、要はそ

こでですね、今回については２１万という、こ

の根拠も、――私もこの２１万の数字を見てで

すね、積算なんかはどういう積算されたかすぐ

分かるわけですけども、まあ、ここのこん施設

は大変ですよ、今のところ。経営が苦しかと思

うですね。 

 そういうことに鑑みながら、出店をされと

る、ちくわ屋から豆腐屋さんから花屋さんの方

々は、ようと飯が食われんごとなったというこ

とですので、何かの対策がなかったのかなとい

うことなんですね。言ってから、協力金、支援

というのはですね、限られた方ばかりでです

ね。そこら辺については、もう終わりましたの

でなかなか難しいと思いますけども、そこら辺

りについて、考えをちょっと聞かせてもらえれ

ば、聞かんほうがよかと思いようばってん、聞

かせてください。 

○委員長（村川清則君） これはもう質疑は終

了しました。 

○委員（山本幸廣君） ああそうか、意見か。 

○委員長（村川清則君） 意見ですね。 

○委員（山本幸廣君） はい、意見な。委員長

から意見ということでありますので、意見なら

ば、そのようなことも考えていただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で第

６款・商工費及び第９款・教育費についてを終

了します。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３８分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第５款・農林水産業費につい

て、農林水産部から説明願います。 
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○農林水産部長（福田新士君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）農林水産部の福田でございます。 

 議案第５１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会に付託されました

農林水産部関係分で、今回、農林水産業費にお

きまして、国・県の補助内示に伴います補正予

算を計上いたしております。豊田農林水産部次

長が説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○農林水産部次長（豊田浩史君） 農林水産

部、豊田です。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第５１号・令和３年度八代市

一般会計補正予算・第３号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係分について説明させ

ていただきます。着座にて失礼いたします。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○農林水産部次長（豊田浩史君） それでは、

一般会計補正予算書の１５ページをお開きくだ

さい。 

 上段の款５・農林水産業費、項１・農業費、

目３・農業振興費で、補正額１９８８万８００

０円を計上し、補正後の額を８億２９６５万９

０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、説明欄に記載してあり

ます、担い手づくり総合支援交付金事業でござ

います。これは県の担い手づくり総合支援交付

金を活用しまして、人・農地プランに位置づけ

られている中心経営体などが、経営規模の拡大

また経営の多角化などに取り組む際に、融資を

受けて農業用機械などを導入する際の経費の一

部を補助するものでございます。 

 今回、郡築及び金剛地区の５経営体が実施し

ますイチゴのハウス設備やレタスの単棟ハウ

ス、ミニトマトの内張りカーテン設備、トラク

ター、コンバイン、田植機などの導入に補助す

るものでございます。 

 特定財源としまして、全額県支出金を予定し

ております。 

 次に、目４・園芸振興費では、補正額１９６

４万６０００円を計上し、補正後の額を２６１

８万４０００円とするものです。内容としまし

ては、まず、攻めの園芸生産対策事業１８５５

万６０００円でございます。これは県の攻めの

園芸生産対策事業補助金を活用し、品質向上、

生産力向上、コスト低減などの生産支援対策に

関する機械設備等の導入に要する経費の一部を

補助するものでございます。 

 今回、八代地域農業協同組合園芸部が実施し

ますトマト、ミニトマトの谷自動換気施設や炭

酸ガス発生装置、複合環境制御システムなどの

導入とＧＲＥＥＮ８が実施しますブロッコリー

のプレハブ冷蔵庫や製氷機の導入に対して補助

するものでございます。なお、特定財源としま

して、全額県支出金を予定しております。 

 次の園芸産地における事業継続強化対策事業

１０９万円でございますが、これは国の園芸産

地における事業継続強化対策事業補助金を活用

し、園芸産地における非常時の対応能力向上に

向けた非常用電源の導入に要する経費の一部を

補助するものでございます。今回は、北部花き

生産組合が実施します非常用電源の導入に対し

て補助するものでございます。なお、特定財源

としまして、全額県支出金を予定しておりま

す。 

 次に、目８・農地費で、補正額１１００万円

を計上し、補正後の額を１１億９９６５万円と

するものでございます。これは農業水路等長寿

命化・防災減災事業で、県の農業水路等長寿命

化・防災減災事業補助金を活用し、新たに防災

重点ため池に選定された坂本地区のため池８か

所、これに対しまして、ハザードマップの作成

に係る経費を補正するものでございます。な

お、特定財源としまして、全額県支出金を予定

しております。 

 以上で、一般会計補正予算・第３号中、農林
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水産部関係分の説明を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第７５号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第４号（関係分） 

○委員長（村川清則君） 次に、議案第７５号

・令和３年度八代市一般会計補正予算・第４号

中、当委員会関係分を議題とし、説明を求めま

す。 

 歳出の第１０款・災害復旧費について、農林

水産部から説明願います。 

○農林水産部長（福田新士君） 議案第７５号

・令和３年度八代市一般会計補正予算・第４号

中、当委員会に付託されました農林水産部関係

分で、今回、災害復旧費におきまして、５月の

梅雨前線豪雨で発生しました災害の復旧費とし

て補正予算を計上いたしております。農林水産

部の豊田次長が説明しますので、御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（豊田浩史君） それでは、

議案第７５号・令和３年度八代市一般会計補正

予算・第４号中、当委員会に付託されました農

林水産部関係分につきまして、着座にて説明さ

せていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○農林水産部次長（豊田浩史君） それでは、

予算書の１１ページをお開きください。 

 上段の款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費

で、補正額７１０万円を計上しまして、補正後

の額を１億３７６６万４０００円とするもので

ございます。これは、去る本年５月、梅雨前線

豪雨で被災いたしました坂本町の田上地区及び

百済来地区の農道３件と排水路７件の土砂撤去

や修繕に要する経費を補正するものでございま

す。なお、特定財源としまして、市債４３０万

円を予定しております。 

 次に、目２・林道施設災害復旧費では、補正

額３８０万円を計上しまして、補正後の額を５

億１４６４万６０００円とするものでございま

す。これは、先ほどの梅雨前線豪雨で被災しま

した坂本町及び泉町の、今度は林道４路線の流

出土砂等の撤去に要する経費を補正するもので

ございます。 

 なお、特定財源としまして、市債２２０万円

を予定しております。 

 以上で、令和３年度八代市一般会計補正予算

・第４号中、農林水産部関係分の説明を終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。（｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○委員（上村哲三君） １の農業施設災害復旧

費ですね、農道大門瀬３号線ほか１０か所とい

うことでありますが、大体いつ頃をめどにある

程度の道路復旧というのは。大概きれいにはな

ってますよね、仮復旧分の状態で。大体どのぐ

らいを目途にしていらっしゃいますか。 

 それともう一つ、林道施設災害復旧費につい
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て、坂本山江線ですね、大変大きな崩落があっ

て、私も行って、途中から帰ってきて、この間

も行こうと思うたけど、怖くてまた帰ってきま

した。あのような状態では……。業者さんは登

ってらっしゃるみたいですけど、道が完全にな

くなっているんでですね、あの辺りは当然大き

な災害復旧というようなことで、また、後ほど

完全復旧に向けてあるんでしょうが、あの谷の

おかげで、大変、球磨川はですね、大きな木材

やら岩石がですね、やはり線路の上には落ちて

おるような状態でございますのでですね、やは

り根本的な、人の体で言えば治療してやらない

とね、大変だろうなというふうに思います。 

 それと、せっかく坂本山江線といってです

ね、山江までつながっている道でございます。

でもあそこから上に行けば、すぐ鮎帰なんです

よね。そういう関係から見れば、やっぱりある

程度の早期の復旧をね、していただかないと。

確かに土砂の撤去なんかはある程度進んでいる

のは分かっています。私も岩が落ちとればです

ね、ほとんど車を止めてから、足でのけてから

ですね、行くんですが、途中でパンクする人も

大変多いというふうに聞いておりますので。 

 夏場になって、ちょっと山を見に行ってこよ

うかという人も少し増えているような気がしま

すのでですね、大体どれぐらいをめどにやって

いくのか。今度の災害の対応、県に進達してで

すね、やっていく計画というのはどのような流

れでなっていくのか、年度内に着工できるの

か、その辺りのところも。分かる限りで結構で

す、現在の。 

○委員長（村川清則君） どなたか。（｢ちょ

っと、呼びますので」と呼ぶ者あり） 

○農地整備課長（村井幸治君） 農地整備課の

村井でございます。 

 農道に関しましては、現在工事のほうは災害

復旧課のほうにお願いしているところでござい

ますけども、県の河川とか、そういうのの絡み

がございますが、できれば今年度中には全部発

注したいというふうに考えております。竣工の

ほうもできれば今年度いっぱいちゅうことで、

それを目指して発注のほうをしていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（上村哲三君） 農道関係ですね、工事

に入ってもらうのは結構なんですが、やはり集

落が点在していますんでですね、やっぱり日

頃、今車でしか動けないので、みんな。そうい

う関係で工事中のですね、やはり生活道路の確

保という部分もですね、十分考慮してやってい

ただきたいなというふうに思います。ここ１年

見てますと、仮復旧の場合でもですね、通常の

日常生活道路はですね、確保していただきなが

ら災害復旧工事が入っております、ほとんど。

そういうことろの細かい点もですね、配慮して

いただいているのは大変ありがたいことです。 

 坂本に災害復旧課は入っておりますんでです

ね、頑張ってみんながやっておると。元の潮崎

部長がそこの担当課で、あと今紹介のあった田

上、百済来方面はですね、私が言いますような

ことも聞いてまいりましたんでね、よろしく頼

むばいと私も言うてきたんですが、そういう関

係で職員の配置もしていただいていることはで

すね、大変ありがたいなというふうに、おとつ

いも一般質問で伝えたんですが、そういうふう

な思いでおりますので。 

 しかし、意外と業者さんにしては、気がつか

ない業者さんもたくさんいらっしゃいます。今

うちあたりも公費解体がどんどん進んできてお

ります。その中でもやっぱり気がつかれない方

もいらっしゃいますので。本日組合さんのほう

に、――解体組合のほうにもですね、お話をし

て。私は１か月で３回車がパンクしました、県

道を走っとって。そういうふうな事態で、調べ

てみたら中のほうにねじくぎが、４ミリ、５ミ
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リのやつが刺さっていたというなことが続けて

あったもんですから。ここ一月ありませんけ

ど、その前の一月はさんざんたるもんでした。

そういう関係もですね、お願いして。 

 私も、なるべく２地区ぐらいは歩いて回って

ます。歩いて回ってですね、くぎがあったら拾

うという作業まで、これは自分のこともあるの

でやってるんですが、やはりそういう気遣いを

ですね、ぜひ周知をしていただきたいなという

ふうにも思っておりますので、よろしくお願い

します。 

 じゃあ、林道のことについてお願いします。 

○委員長（村川清則君） 課名と名前をおっし

ゃってからお願いします。 

○理事兼災害復旧課長（農林水産部付（災害復

旧担当課長）兼務）（鶴本英一郎君） 災害復

旧課長の鶴本でございます。林道坂本山江線の

御質問にお答えしたいと思います。 

 林道坂本山江線は全線２０キロぐらいを管理

しているんですが、その中で１５か所の災害が

発生しております。そのうち基本的には起点側

からずっと復旧していく予定なんですが、５号

箇所というのが、葉木の行徳川、木本というと

ころに大きく崩れた林道災害箇所がございまし

て、その起点の１号箇所と５号箇所について、

現在測量設計のほうを発注して、引き続き工事

のほうに取りかかって、順次起点側から復旧を

図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（村川清則君） そのめどというか時

期とか、はっきり分かりますか。 

○理事兼災害復旧課長（農林水産部付（災害復

旧担当課長）兼務）（鶴本英一郎君） 今年度

がその１号箇所、５号箇所、あとは、御存じの

とおり、坂本管内、国道、県道、市道、ずっと

復旧が進まないといけないような場所がござい

ますし、同じ路線の中でも１５か所あるという

ことは、一度にはちょっとできないということ

で、昨年度の予算、３年度の予算、また４年

度、５年度、６年度をめどに、現在、工事の計

画を振り分けて計画しているところです。 

 以上でございます。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（上村哲三君） もう一つ、おまけで。

これ林道だけに関わる問題じゃないんだけど、

仮復旧ができた道路あたりにですね、ガードレ

ールがついてないところが結構ありますね、ポ

ールを立ててあったりして。話を聞くとガード

レールが業者さんの手に入らないと。そういう

ふうな話も聞いて、遅れているのかなというふ

うな思いがするんですが、その点の情報はあり

ますか。 

○理事兼災害復旧課長（農林水産部付（災害復

旧担当課長）兼務）（鶴本英一郎君） ガード

レールを含めた建設資材については不足してい

るという情報は、直接は伺っておりません。た

だ、現在ほとんどの路線が仮応急で大型土のう

とかそういうものでして、仮設の三角コーンで

すかね、ああいうのを立てた状態で、通行につ

いては 低限の安全しか確保されていないよう

な状況です。注意喚起等によって通行していた

だくよう、お願いしたいと考えております。で

きるだけ防護柵等の設置については、安全を図

れるよう今後対応をしていきたいとは考えてお

ります。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 関連でですね、今のそ

の受注された業者の方々は、即発注してから仕

事ができる体制っていうのは、業者としては対

応しておられるということで理解してよろしい

ですか。業者が足らんとか、クラス次第ではな

かなかおらんとか、それはどぎゃんすればよか

っだろうかということで工期が遅れるとかね、

着工が遅れるとか、工期内にできるのかという

ことで。私も再三、家内が坂本ですので、この

線を通っていきます。なかなか通りやならん。
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やっぱり岩が崩れてしもうて。災害復旧ですけ

ん、災害前の道路に復旧するのか、それとも、

そこの崩落が多いところについては、掘削した

り、吹付をしたりするのかですね。そういう中

で業者（聴取不能）、業者等々の選定等につい

てもですよ、契約かもしれませんけども、農業

道路もですね、やっぱり発注する側ですから、

測量しながらですよ、そういうこともされてお

られると思いますけども、そこら辺りの業者に

ついては、どうですか。 

○理事兼災害復旧課長（農林水産部付（災害復

旧担当課長）兼務）（鶴本英一郎君） 確か

に、林道、農道に限らず、国道や県道あるいは

市道また河川、非常にたくさんの被害が出てお

りまして、業者さんのほうもかなり確保に苦労

しているところでございます。 

 一般社団法人八代市建設業協会と八代地区土

木災害協力会という組織がございまして、そち

らのほうと熊本県の土木部や、林務部、あと農

政と市の災害復旧課と土木課、そちらを交え

て、月１回程度、連絡調整と言いますか、情報

交換の場を設けて、スムーズに工事発注ができ

るように情報交換を行っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 分かりました。 

 そこで業者のランクづけがあるわけでしょ

う。ランクづけの中で、上からずっといって、

一般道路関係もあるし、災害復旧もですけど、

この辺から上のほうはよく仕事がありますけど

も、中間になったら仕事がないというな状況の

声も聞こえてきておるわけですよね。そこらあ

たりは協会等については、月に１回か協議され

るているということでありますので、要はそこ

ら辺り中間のところを調査しながらですよ、建

設業界と話合いをしながらですね、やっぱりこ

の業者はランクを下げるとか、今回は災害時で

すから、普通のときと違うわけですからです

ね、そこ辺りのやっぱりしっかりした調査しな

がら対応していくというのも今後考えていかな

ければ。多かとこと少なかとこと、それでラン

クがＢでもＡでもですよ、ランクのないところ

でのランクで予算づけをしていくというような

やり方ならば早く工期が終わっとじゃなかろう

かと。必ずこれは繰越し繰越しになっていくと

思うんですよ。繰越しにならないためにもそう

いう工夫をしたらどうかなというふうに思いま

すので。これは要望ですからね。 

○委員長（村川清則君） それじゃ、要望とし

てお聞きしておきます。 

 ほかにありませんか。 

○委員（谷川 登君） 林道に関する件でです

ね、ちょっとお願いなんですが。先般の７月豪

雨でですね、五家荘の板木保口線ていうような

ことで災害に遭いまして、生活道路が通れなく

なり、今林道を通って、２２キロをですね、皆

さん林道を通って、いろんな仕事に通ってるわ

けです。私も実際、先般上がってまいりました

が、非常に災害が多くてですね、先ほど言いま

したように、ガードレールがない、下見れば非

常に高くて、２０メーター、３０メーター。そ

こを渡るのかというような場面がたくさんござ

いました。石を直してですね、私もずっとも

う、幅員がですね、４メーターあるか……。 

○委員長（村川清則君） 谷川委員、気持ちは

分かるんですが、予算審議ですんで、７月豪雨

のことはちょっと違うんじゃないかと思います

が……。 

○委員（谷川 登君） 一応そういうことで、

林道のほうもですね、ぜひ早めの復旧をお願い

したいと思います。 

○委員長（村川清則君） 要望ということで。 

○委員（谷川 登君） 要望です。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（上村哲三君） 先ほど質問しました件

でですね、私もそこを通りますから、今坂本、

一番工事が多いので、鶴本課長以下ね、頑張っ

てらっしゃる姿もちゃんと拝見させてもらっ

て、お世話になっているというふうに思いま

す。また、地元だけん余計に気合も入っとるだ

ろうかなというふうに思いますが。解体あたり

の工事も、業者さんは何か連携があってです

ね、今下請、下請という形の人が結構入ってら

っしゃいますね。うちの地区にも、神戸から、

阪神・淡路大震災を経験した人たちがですね、

解体事業で入ってきておられます。 

 大変いい連携ができてるんだなというふうに

思っておりますので、ぜひそのような形で、業

者さんたちもですね、連携を持たんとなかなか

回っていかない。さっき山本委員が業者は足っ

とっとかいという心配をですね。確かに八代管

内はね、復旧作業が遅れたということでね、八

代が出遅れたというような話も当初はあったん

ですが、今大分回ってですね、そういう連携も

つながっているようです。 

 それと安全面は今から一番暑くなりますから

ですね、また、課長のほうからもですね、各業

者さんには周知をして、この暑い時期をちゃん

と仕事をできて乗り切っていただくようなこと

もですね、業者さんに周知していただけばあり

がたいなというふうに思っております。 

 以上意見としてお願いします。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） これは意見です。 

 ドローンの活用は、私は再三、一般質問して

きたんですが、農業関係でもドローンが１機か

な今。今の現状をですね、この雨季時期と、今

上村委員が言われたように、雨季時期、特に山

間・林道関係ですよ、それについてはドローン

でですね、やっぱり調査しながら、そしてそれ

をドローンの撮影を基にしてですね、やはり工

事がどこまで進んでいくのか、どういう問題が

あるのかというのは。 

 これはやっぱしですね、今もう民間も持っと

るし、うちも持っとるけんですね、たまには職

員が現場に行ってドローンで撮影するとか、そ

ういうことをすれば仕事もはかどると思います

よ。そう言うのと安全面が物すごく、横から見

た安全面とですよ、上から見た安全面と、安全

面しとらんとこがいっぱいあるけんでから、だ

から事故がいっぱいあるんですよ。事故が多い

けれどもなかなか言えないというような状況で

ですね。あったときには労災病院に行ったら、

ほとんど事故あってるんですよ、労災病院調べ

たところ。私、一般質問しなかったんですけど

も。やっぱそういうことでですね、農業道路は

少ないですけども、建設道路が多いんですから

ね、ドローンの活用をしていただくようにお願

いをしておきます。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７５号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第４号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時０４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０７分 本会） 

◎議案第５５号・専決処分の報告及びその承認



 

－16－

について（令和３年度八代市一般会計補正予算

・第２号（関係分）） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第５５号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第２号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認についてを議題とし、

説明を求めます。 

 歳出の第６款・商工費について、経済文化交

流部から説明願います。 

○経済文化交流部長（和久田敬史君） 議案第

５５号・令和３年度八代市一般会計補正予算・

第２号中、経済文化交流部に関係する部分につ

きまして、一村次長が説明いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（一村 勲君） 一村で

ございます。引き続きよろしくお願いいたしま

す。着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○経済文化交流部次長（一村 勲君） それで

は、議案第５５号・令和３年度八代市一般会計

補正予算・第２号中、経済企業委員会付託分の

うち、経済文化交流部関係を説明いたします。 

 議案書の３８ページをお願いいたします。議

案第５５号・専決処分の報告及びその承認につ

いてでございます。 

 内容は、令和３年度八代市一般会計補正予算

・第２号で、新型コロナウイルス感染の再拡大

を防ぐために、感染予防対策を実施している事

業者への補助を行う経費について、４月１４日

に専決処分を行ったものでございます。 

 議案書の４２ページを御覧ください。 

 歳出の款６・商工費で１億５６００万円を増

額し、補正後の額を２２億９１０４万８０００

円としております。 

 次に、４７ページの下段をお願いいたしま

す。款６・商工費、項１・商工費、目２・商工

振興費で、補正額１億５６００万円を増額し、

補正後の額を１６億４０７６万７０００円とし

ております。財源は、国からの新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金及び県から

の新型コロナウイルス感染症対応総合交付金を

２分の１ずつ充てることとしております。 

 説明欄の新型コロナウイルス感染症対策事業

（情報発信支援）の３００万円は、新型コロナ

ウイルス感染症予防対策に取り組んでいる店舗

の周知や加入促進について、安心なまちやつし

ろプロジェクトの取組と連携して実施する経費

について八代商工会議所に委託するもので、委

託内容は、チラシ配布や動画配信、市内事業所

等へのアドバイザー派遣、感染予防対策等のア

ドバイスや補助金制度の説明、ホームページで

の改修による感染防止対策を実施した店舗の優

先的な紹介、取組店舗が認識できるのぼり旗等

の作成などでございます。 

 次に、予防対策継続支援１億５３００万円に

つきましては、本日、一枚物の資料をお配りし

ておりますので、そちらを御覧ください。八代

市新型コロナウイルス感染症予防対策支援補助

金（継続）という表題のＡ４両面印刷の一枚物

でございます。 

 新型コロナウイルスの感染を抑え込みつつ、

事業活動を継続・再開させていくために、感染

症対策を徹底していくことが極めて重要となっ

ております。 

 そのため、八代市内に施設等を有し、対面で

の接客等を伴うあらゆる事業者が行う予防対策

に要した費用を支援することで、感染再拡大の

防止と地域経済の浮揚を図るものでございま

す。 

 補助金額につきましては、施設等への補助の

枠を御覧ください。八代市内に施設を有し、感

染予防対策を行った施設等１件につき、対策費

用の４分の３相当額の補助を行い、上限額は１

０万円としております。 

 また、右のタクシー等への補助を御覧くださ
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い。八代市内に事業所があり、タクシー等に対

策を実施した費用の４分の３相当額の補助を行

い、１台につき３万円を上限とし、１事業者

大１００万円までとしております。 

 次に、対象経費につきましては、その下の枠

内を御覧ください。ＣＯ２測定器、アクリル板

等の購入・設置に係る費用のほか、換気機能等

付エアコンの設置、換気扇及び網戸の改修工事

費も対象としております。なお、これは令和３

年３月１６日以降に購入した費用が対象でござ

います。 

 次に、申請方法につきましては、混雑やクラ

スター感染を避けるため、特定記録郵便での申

請とし、期間は令和３年４月１５日から７月３

１日までとしております。 

 裏面を御覧ください。申請に必要な書類等は

記載のとおりで、詳細は割愛させていただきま

す。また、対象施設等は、下段の日本標準産業

分類における御覧の業種で、事業に供する施設

等及びタクシー等となっております。 

 以上が資料の説明でございます。 

 なお、予算計上の積算根拠でございますが、

前回の予防対策支援補助金の申請件数１４９３

件を踏まえ、１５００件の申請を想定しており

ます。 

 このことから、施設等の対策費用１５００件

掛ける１０万円の１億５０００万円、これにタ

クシー等の対策費用を３００万円と想定し、合

わせまして１億５３００万円としております。 

 説明につきましては、以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。何かありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（上村哲三君） 私も今回のこの制度で

すね、本当に、まちには全然行けないんです

が、このコロナ禍の中ですね。行きたいと思っ

て行けない中で苦労してらっしゃることがです

ね、周りの声からいっぱい入ってきてます。 

 こういう県のほうが５月の臨時の補正で確定

されて、すぐこういうふうに出てきたというこ

とでですね、併せて市のほうでの補助金もある

ということで、これは併用して使えるわけです

よね、県のやつをですね。だから、この認証制

度の基準に沿った形であれば併用ができるとい

うことをですね、このことをしっかり希望され

る業者さんにですね、まず周知をお願いしたい

と。いろんな形で商工会あたりからもやってる

と思いますけどですね、もう一度ですね、周知

をして、漏れがないようにしていただきたいと

いう要望が１つあります。 

 それともう１つですね、県の時短要請協力金

の電子サポート窓口が県内７会場を設置され、

八代会場はセレクトロイヤル八代で、６月の１

６日から１９日までの４日間、１事業者さん１

時間１こまの完全予約制ということになって

る。恐らくね、みんなやれば、そんな形では終

わらないというような、時間が足りないという

ような気がします。 

 電子申請の難しい人も、――できる人はね、

その分は減っていくからいいのかなと思うんだ

けど、やはりできない人も結構ありますので、

業者さんの中にはですね。そのことを配慮して

ですね、執行部のほうからも、県のほうへです

ね、ぜひ、もうちょっとどうにかできないかと

いう要望をですね。何かいい方法を……。恐ら

くよその自治体でも同じこと言うんじゃないか

なというふうに思いますよ。八代市は県下第二

の都市だから、特にですね、そういう関係のお

客さんの数が多いというふうに思いますので、

そこんところをですね、配慮いただいて、県の

ほうへもう一度、時間あたり、申請の期間の猶



 

－18－

予とか、いろんな形がまた出てくるかもしれま

せん。要望したらですね。そこんところをもう

一回しっかり執行部のほうにはお願いしたい。 

 ２つですね。申請される業者さんのほうへ

の、二重の補助、――併用が受けられるという

こととと、それから、県のほうへの申請の形は

もう少し、しっかりみんな漏れがないような配

慮を県のほうに検討していただけないかとい

う、この２つをですね、お願いしておきたいと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 これより採決いたします。 

 議案第５５号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第２号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

                              

◎議案第７４号・八代市こいこい広場条例の一

部改正について 

○委員長（村川清則君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 議案第７４号・八代市こいこい広場条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 商工・港湾振興課の田中でございます。着座

にて御説明させていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 それでは、議案第７４号・八代市こいこい広

場条例の一部改正について、説明をいたしま

す。 

 議案書の８７ページをお願いいたします。 

 議案第７４号・八代市こいこい広場条例の一

部改正についてでございますが、提案理由とい

たしまして、八代市こいこい広場の管理を指定

管理者に行わせるため、規定を設けるに当た

り、必要な条例改正を行うものでございます。 

 次ページのほうをお願いいたします。 

 まず、第１３条で、これまで商工・港湾振興

課で管理するとしていたものを指定管理者によ

る管理ができるよう、「市長」とあるものを

「指定管理者」と読み替えるなど、必要な変更

を規定しております。 

 次に、第１４条に、指定管理者の業務とし

て、広場の利用の許可に関する業務、広場の維

持及び修繕に関する業務などを規定しておりま

す。 

 後に第１５条に、利用料金については、指

定管理者の収入として収受させることができる

よう規定をしております。 

 以上、こいこい広場を指定管理者による管理

に変更し、八代市がらっぱ広場と一体的に活用

しやすくすることで、さらなる中心市街地への

人の流れをつくり、にぎわいにつなげられるよ

う取り組んでまいりたいと考えております。 

 説明につきましては以上でございます。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それで、以上の部分

について質疑を行います。何かございません

か。 

○委員（野﨑伸也君） 何でこの改正をやるん

ですかというのが１点。お話が今あったんです

けれども、市直営から指定管理者にさせたい理

由ていうのを。先ほど一体的に管理してやりた

いというのがあったんですけれども、もう少し

詳しく聞きたいというふうに思います。 

 もう１点。利用料金は別表で定める額を上限

としてってありますけれども、別表が見えない

んで、よければそれを欲しいなというふうに思
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います。何でかというと、料金は指定管理者の

収入にできるようにするというふうになってま

すんで、そこら辺のところはちゃんと確認をし

たいなというふうに思います。 

 あと、市長の承諾を得て定めた基準により利

用料金の減免または還付することができるとい

うのがあるんですけれども、どういったときに

市長が承諾をするのかというところを知りた

い。 

 以上です。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 ではまず、第１点目でございます。 

 先ほどもちょっと申しましたが、今現在まち

なか活性化協議会というところで、それぞれ１

丁目、２丁目、３丁目、通町と連携してです

ね、様々な集客イベントを行っていただいてお

ります。その中で、今後、市庁舎も建設のほう

が完了し、私たちもそちらに動くというような

ことを含めますと、こいこい広場をですね、中

心市街地の入口の動線の一つとして活用できる

がらっぱ広場との一体的な利用で、より指定管

理者の範囲において使いやすくすることで、に

ぎわいにつながるのではないかと考えておると

ころでございます。それがまず１点目でござい

ます。 

 ２点目、申し訳ありませんでした。利用料金

のお話でございますが、口頭でちょっと御説明

させていただきますと、まず、こいこい広場１

時間当たり、全面使用しますと６００円という

ふうにしております。それを１日ずっと借りる

と５０００円頭打ちということで今考えており

ます。キッチンカーを入れるスペースつくって

おりますが、キッチンカーにつきましては、

車、大体１平米を３円と計算しておりまして、

２メーターの３メーターといいますと６平米ぐ

らいですので、１時間に１８円でですね、１日

置いても３００円を上限というような形で利用

しやすくしたところでございます。 

 もう１点、市長が特に認める場合の減免とい

うことでございますが。場所が場所ですので、

例えば、１企業さんの物販とかですね、そうい

うことに例えば使用される場合は減免の対象と

はいたしません。書きぶりといたしましては、

中心市街地の活性化に資するイベント活用をす

る場合ということで捉えるようにしております

ので、やり方といたしましては、中心市街地の

皆さんがイベントをするとき、または、そうい

うことで動線として活用するときには減免とい

うことで、使いやすくしていきたい、そのよう

に思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員（山本幸廣君） 田中課長に言うとは残

酷な問題だと思うけどもな、こいこい広場ば指

定管理するっていう、その気持ちが初動の中

で、勘違いしとりゃせんかと思うとたい。これ

だけは私は言いたい。あそこをずっと工事中か

ら見とったんだけども、あそこがようなったと

いう人は１０人のうち３人ぐらいだろう。かえ

っちゃ悪なったと。なぜかというと、やっぱし

道路縁が高いと、歩道のところの。街灯も何か

細うかとの、幽霊ごたっとのが何本か立っとっ

ぐらいで、暗かとかな。そして街路樹が竹ば生

やしとっとか。ボンネ靴店のとこは竹だもん、

２か所。そういうところと、はっきり言ってか

ら、障害者等々についてもですね、相変わら

ず、何かつっこけやせんだろうかと、あの上

で。私はつっこけたことがありますから。だか

らああいうのをですね、どこにしたらいいのか

という、その設計のときに何で考えんやったろ

うかなというのと。 

 それとあのタイルについては、はっきり言っ

てからペンキで塗っともんな、上に。あれはい

つかまた剥げてくる。というような状況でです
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ね、見る目というのが、何かですね、熊本市の

シャワー通りみたいな、あんなな。やっぱ見て

から本当に指定管理者に任せられるような…

…、ああいう状況ならですね、指定管理者に任

せんでよか。直でしたほうがよか。そうしたら

こぎゃん市長の問題、減免とか、何も出てこん

とですよ。何も出てこんし、利用料金の心配も

せんでよか。 

 あれはですね、今見たときに、田中課長には

本当言いたくなかばってんが、課長は知らんう

ちにこれはできとっとじゃなかとかな、指定管

理て。そんなにやっぱしな、何かな、腑に落ち

ないというか、どんどんどんどん指定管理し

て、指定管理した業者というのは、困る人もお

るし、もうかる人もおるし、サービスの悪い人

もおるし、サービスがいい業者もおるしな、指

定管理、指定管理って、こら一番ですね、あん

まりよくないんですよ、指定管理、指定管理っ

て。ある程度、直でして、市民の生の声をやっ

ぱ聞くようなですね、公園のやっぱし管理と

か、広場の管理とか、施設の管理とかしていか

なければですね、何もかも……。 

 指定管理ブームがあったんですが、今指定管

理ブームじゃないんですよ。もう直営でせな。

生の声、市民の。市民はすぐ分かっですよ。市

役所の窓口に電話すれば。指定管理の名前も知

らっさん人ばかりだいけん。どこに会社だろ

か、どこに電話すればよかっだろうかというこ

となんですよ。 

 そういうことで、この広場については私は反

対したい気持ちでいっぱいばってんが、田中課

長が本当いつも説明が上手だいけん、感心して

ですね、賛成はしますが、今後このようなこと

にですね、ならないようにですね、やっぱり上

司にもやっぱり苦言を言う。田中課長だけん苦

言を言うたかもしれん。けれどもですね、やっ

ぱしこれは言うべきとこは言うて。ここだけの

あれだけばですよ、指定管理するというのは…

…。 

 もともと、はっきり言ってから、あそこはど

ういう路線と……。私たちの中では、都市計画

道路なんですよ、あそこは。都市計画道路でで

すよ、指定管理するとか八代が初めてと思いま

すよ、はっきり言ってから。というふうに思い

ます。ということで、今後のことについてはで

すね、しっかりした中で条例をつくって。 

 いい条例だと思いますということを言わなけ

れば、田中課長が一苦労、二苦労してですね、

つくり上げててきたわけですけんでから。ま

あ、そういう事を二度としないようにしていた

だきたい。そこら辺りを、一言でも結構ですけ

ども、言わなければ言わないでも。今頭下げと

られてますからいいと思います。 

 私の諫言は意見、要望ですよ。 

○委員長（村川清則君） 要望でいいですか。 

○委員（山本幸廣君） 要望でよかです。賛成

はしますよ。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

○委員（野﨑伸也君） すいません。もう１点

忘れてました。質問です。よかですか、質問

で。 

○委員長（村川清則君） 質疑は終了しま…

…。（｢まだ、終わってない」｢質疑の時間」と

呼ぶ者あり）たまたま山本委員が要望でしたん

で。すいません。 

○委員（野﨑伸也君） 質疑で、すいません、

１点忘れてたんですけど、先ほど指定管理者に

任せたいという話だったんですけれども、これ

は随意契約でまちなか活性化協議会がやるとい

う話ですかね。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 委員おっしゃるとおり、今現在、がらっぱ広

場のほうも指定管理出しておりますので、それ

と併せて一体的な利用ということで検討を進め

たいと思います。 
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○委員（野﨑伸也君） 今、指定管理者の話で

山本委員から意見、要望ということで、すごい

世の中というか、市民の話というか、考えをす

ごい反映された意見だったなというふうに思っ

たんですけれども、指定管理を何でするかとい

う話なんですよね。それは直営でするよりも、

大のメリットはですね、安くっていう話なん

ですよね。あとはサービス向上。民間業者を使

ってサービスの向上を図るというのがあっとで

すよ。今随契でそこにやらせたいっていうの

は、そういうものがちゃんとできるという確信

のもとなんですか。何で指定管理者をちゃんと

公募してやるかっちゅうのが、そこにちゃんと

利点が、――ちゃんとそこでうまくできるから

こそ、そういう公募をやったりとかするわけな

んですよね。随契でやるっちゅうのは、それは

完全にそこが直営でやるよりも安い、あるいは

利便性がよくなる、市民の皆さんからの受けも

よくなるという話、それがちゃんと担保できて

るんですかという質問です。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 ありがとうございます。 

 まちなか活性化協議会は、御存じのとおり、

先ほど申しましたが、中心市街地を中心に、い

ろんなイベントをやっていらっしゃいます。さ

らには関連する１丁目、２丁目、３丁目、通町

の組合員さんたちと連携したイベントもやって

らっしゃいます。事務所も中心市街地の中にお

持ちだということで言いますと、利便性、さら

には関連するイベントとの連携も含めて、今現

在もうまくやっていただいているというふうに

認識しております。 

 さらに、そこに今度はこいこい広場も併せて

使用する際の申し出の手続とか、さらにはあそ

こも一緒に使えるという視点では、さらにイベ

ント等についても、さらなる広がりだったり、

集客だったり、そういうのが見込めるというふ

うに判断したところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） さっきも言いましたけ

ど、指定管理者にですね、なぜ指定管理させる

かというところを、認識されてると思うんです

けど、そこにさせたほうが、――。やめましょ

う。取りあえず随契でやられるということです

んで、ほかの業者よりもそこがいいんだという

ことですんで、それは理解したいなというふう

に思います。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） ちょっと委員長から

言わしてください。指定管理を論議するあれじ

ゃなくて、この条例の文言を改正する審議です

から、よろしくお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 議論っていうか、条例

は前向きな議論をしよっとだけんでから、条例

に賛成するか、賛成せんかで私たちはその話し

よっとだけんが。あえて言えば、随契という言

葉が出てきとるもんですから。随契という言葉

は、よかときと悪かとき使うんですよ。建設環

境委員会でも随契がたくさんあってきとるわけ

ですけど。 

 この条例の中で私が一番思いますのは、こい

こい広場、あそこは広場なのか道路なのか分か

らない状況なんですよね。ただ広場でつくった

だけの話で、見るならば道路なんですよ。都市

計画道路。少し私はこの管理というのは、特に

管理の中でも、あそこは庭が３分の１に減っ

た、植木や樹木はある。そういう中ではやっぱ

し樹木剪定等々のやっぱり管理もしなくちゃい

けないということでしょう。利用料金だけです

かね、広場の所だけ。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 実は歩道部分がございまして、歩道からちょ

うど分かるようにしているんですが、そこか

ら、建物の分ちゅうか、今おっしゃったよう

に、ちょっとベンチがある、あっち側の部分を

広場という形で言っております。その部分を指

定管理にして、そちらの使用に対する使用料の
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収入とか、あとは、当然それだけでは賄えませ

んので、市のほうから幾ばくかのですね、例え

ば剪定とか、そういうものは今後考えるべきだ

と思いますけども、イメージ的には、ちゃんと

切り離してございます。 

○委員（山本幸廣君） 田中課長ですね、私も

何回もここな私は専門のごつ通って行くとた

い。歯医者に行くもんだけん、私は。知っとっ

ごつね。増田歯科に毎日通っていくけんで、毎

日あの道路。公園の両側広かですよ。広場にで

すね、ルビーの指輪じゃないけども、やっぱり

モダンな銅像もある。ようと分からん、太ー

か、くまモンか相撲取りか何かたくさんおって

から。ああいうのを見てですね。そして何かト

マトのキャラクターごたっとも建っとるし、バ

ランス的にですね、こいこい広場ってコイなっ

と泳いどればですね、こいこい広場かもしれん

ばってん、コイも何も泳いどらんとだもん。し

かた。もう死んでしもうとうごたったいな。あ

とは広場という当然イメージつけたいというん

でから、それは分かるんですよ。だけど、やっ

ぱその利用料金とかそういうところでの条例。

この条例の中でも、あそこだけ、そのキッチン

カーとか何かて、するような状況ですけども、

それぐらいの広さで、広場で、指定管理せんば

んかっていうのが何回も考える。ばってんが、

意見としてですね、今後このようなことになら

ないようにしていただきたい。このような条例

つくらないで、やっぱ直営でしていただきたい

というのが私の意見ですよ。ということです、

委員長。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっと一つ尋ねた

かっですけど、今度市から指定管理のほうに移

るわけですが、今まで市民の方にとって、あそ

この施設というとは、要するに市のほうに尋ね

れば、自分の問題解決でくったいな。特に指定

管理になった場合は問題解決の窓口が分からん

と思うとだけど、そやん場合の対策として、例

えば、利用料の看板立てるとか、あるいは指定

管理者の名前を明記するとか、そういった方向

性のあれはないんですか。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 今委員がおっしゃる、例えば看板とか、そう

いうことを今具体では考えておりませんけど

も、先ほどからありますように、きちっと問合

せ先とかですね、周知も含めて何らかの表示も

含めて、それは検討するべきだというふうに考

えております。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７４号・八代市こいこい広場条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退室ください。 

 小会します。 

（午前１１時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４０分 本会） 

◎陳情第２号・八代商工会議所・八代市商工会

による合同商談会の企画・実施について 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となっておりますの

は、新規の陳情１件です。 
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 それでは、陳情第２号・八代商工会議所・八

代市商工会による合同商談会の企画・実施につ

いてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

 

（書記、朗読） 

○委員長（村川清則君） 小会いたします。 

（午前１１時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４８分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 本件について御意見等はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 本件に関してですけれ

ども、執行部からですね、ちょっと内容とか、

この出された経緯とかというお話をお聞きした

んですけれども、考えるに、八代市商工会とか

八代商工会議所のほうの団体さんの全体の意見

の総意ということで提出があればですね、審査

をするべきかなというふうには思います。八代

市の陳情・請願の審査に当たっては、個人から

のやつもですね、やる場合もあるんですけれど

も、こういった商談会とかという話であれば、

やはり私は団体さんのですね、総意のもとで出

していただけないかなというふうに思います。

内容的にはですね、何となく賛同する部分もあ

るんですけれども、そういった今の理由からす

れば、もう１回これはちょっと出し直ししてい

ただいたほうがいいのかなというふうに思いま

すんで、審議未了で、きちんとですね、事務局

のほうから、この方には御説明をしていただけ

ればなというふうに思います。 

 あと１点なんですけど、すいません、これち

ょっと意味がですね、非常に理解するのが難し

いというか、そういうことがあったんですけれ

ども、ぜひ議会事務局のほうで、もう少しです

ね、ちゃんとした説明だったり、お手伝いもで

すね、していただければというふうに思いま

す。 

 一応、いろいろ申しましたけど、この件に関

しては出し直していただきたいというのがあり

ますんで、審議未了でお願いしたいというふう

に思います。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、お諮りい

たします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 陳情第２号・八代商工会議所・八代市商工会

による合同商談会の企画・実施については、閉

会中継続審査の申し出をしないこと並びに結論

を得るに至らなかったこと、すなわち、審議未

了とするに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

件は審議未了とすることに決しました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会します。 

（午前１１時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５５分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

（地方創生推進交付金事業に係る効果検証につ

いて） 
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○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、水道事業に関する諸

問題の調査、以上の２件です。このうち、産業

・経済の振興に関する諸問題の調査に関連し

て、１件執行部から発言の申し出があっており

ますので、これを許します。 

 それでは、地方創生推進交付金事業に係る効

果検証についてをお願いします。 

○理事兼観光・クルーズ振興課長（南 和治

君） 皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」

と呼ぶ者あり）観光・クルーズ振興課の南で

す。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○理事兼観光・クルーズ振興課長（南 和治

君） それでは、地方創生推進交付金事業の効

果検証について、資料をお手元に配付させてい

ただいておりますので、こちらで説明させてい

ただきます。 

 事業は推進事業が３件、拠点整備事業が１件

の計４件となっております。説明は事業ごとに

担当課より説明いたします。 

 それでは、まず表紙めくっていただいて、推

進事業１、海外クルーズ船寄港を活かした観光

物産プロジェクトについて、資料に沿って御説

明いたします。 

 初めに、本事業の背景・目的ですけれども、

海外クルーズ船等で訪れる国内外からの観光客

をターゲットに、ＤＭＯやつしろを核とする観

光地づくりを進め、交流人口の拡大と経済効果

の発現を目指すもの。あわせて、農産物等の地

域特産品プロモーション等を推進し、観光産業

及び食関連産業の活性化に取り組むものでござ

います。 

 次に、２、事業の概要ですけども、①から④

までございます。 

 ①ＤＭＯやつしろ機能強化事業は、ＤＭＯや

つしろの人材育成等を実施するほか、観光・物

産事業者の支援を行うものでございます。 

 次の大型クルーズ船等インバウンド事業は、

八代城跡周辺や日奈久温泉を中心に、和のまち

並み空間整備を行うほか、多言語による情報発

信を展開するものでございます。 

 次の３、八代市・氷川町・芦北町ブランド事

業（シトラスブランディング事業）ですけど

も、３市町の共通の強みでありますかんきつ類

（シトラス）を活用し、地域及び民間企業等と

協働で集客やＰＲに取り組むものでございま

す。 

 後の４、フードバレー流通推進事業ですけ

ども、海外でのフェア開催や見本市出展及び国

内外への販路開拓に取り組む事業者の支援等を

行うものでございます。 

 事業のほうは、平成２８年から令和２年度ま

で取り組んできておりますが、次の４の令和２

年度の本事業の地方創生の効果というところに

なります。 

 本事業につきましては、新型コロナウイルス

感染症の影響により、ＫＰＩのほうが目標値に

達しない部分もありましたけれども、令和２年

度もアフターコロナを見越し、事業を見直し、

改善した取組を展開したことで、事業開始時よ

りも取組が前進したと評価し、評価としまして

は、③の地方創生に効果があったというふうに

しております。 

 次に、事業の総括といたしまして、７、一番

後になりますけども、事業の総括というとこ

ろになります。 

 本事業では、海外クルーズ船寄港に伴うイン

バウンドの需要を取り込むことで、県南地域の

観光や体験及び食と農への評価や関心を高め、

さらなる訪日外国人の増加や農林水産物の輸出

が増大するといった好循環を取り組むために実

施してまいりました。 
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 総括として、大型クルーズ船寄港を契機とし

た新たな観光客層であったインバウンド需要を

大きく取り込むことはできませんでしたが、多

言語案内の充実やＷｉ－Ｆｉ整備などのインバ

ウンド受入環境整備やプロモーション活動を展

開したことにより、外国人観光客数や観光消費

額など、事業開始時よりも一定数の効果はあっ

たものと考えております。 

 また、フードバレー流通推進事業において

は、商談会等への出展及び各種プロモーション

活動による国内外への販路の開拓、八代港を活

用した定期的な特産品の輸出など、食関連産業

の発展に一定の効果があったものと考えており

ます。 

 今後も国内外への販路の開拓・拡大の効果を

上げるため、継続した市内事業者への支援、各

種事業展開を図っていく必要があると考えてお

ります。 

 今後は、新型コロナウイルスが落ち着いたア

フターコロナ時代において大きな変化が訪れる

であろうとされている観光業へ、当事業にて造

成してきた様々な観光コンテンツの見直しやニ

ーズに合わせた商品開発、特産品の販路開拓、

サポートなど、事業を深化させていく必要があ

ると考えております。 

 以上で、海外クルーズ船寄港を活かした観光

物産プロジェクトの説明を終わります。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 商工・港湾振興課、田中でございます。推進

事業の２番目について、着座にて御説明させて

いただきたいと思います。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○理事兼商工・港湾振興課長（田中 孝君） 

 それでは、１番目の事業背景・目的のところ

でございますが、本市におきましては、１５歳

前後の流入人口が全国に比べて多い半面、１８

歳から２０歳前後の転出が非常に多いという特

徴がございます。本事業は、若者の流出を抑制

することを目的として、学生に市内企業の魅力

を知ってもらう機会を創出すること、また、そ

の手法の一つとして、実践的なインターンシッ

プ制度の構築に取り組むもの、また、移住・定

住を促進するための側面支援を併せて実施する

ものとしております。 

 ２番目の事業概要でございますが、平成２８

年からＲ２年度の５年間で、以下２点について

行ったものでございます。 

 まず、１点目、企業と若者との交流拠点整

備、２点目、インターンシップの取組を通じて

活性化する企業活動、若者の集積を産業振興や

定住促進へつなげるための側面支援事業でござ

います。 

 ４点目を御覧ください。 

 令和２年度の本事業の地方創生への効果とい

たしましては、地方創生に効果があったとして

おります。理由といたしまして、圏域内企業へ

の就職者数が目標の６割程度にとどまるなど３

項目中１項目も達成できなかったものの、コロ

ナ禍において一定程度のインターンシップ参加

者数を確保するなど、一定の成果が得られたと

認識をしております。 

 後に、７番目の事業総括でございますが、

事業期間中にコロナ禍になるなど、インターン

シップを推進する上で困難な状況も生じました

が、いずれの事業においても、オンラインシス

テムを活用するなど状況に合わせた対策を講

じ、影響を 小限にとどめることができたと考

えております。 

 詳細につきましては、１、２、３、４点で記

載しておりますが、記載のとおりということで

報告とさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○理事兼観光・クルーズ振興課長（南 和治

君） 観光・クルーズ振興課、南です。続きま

して、八代市健康交流のまちづくりを目指した

ヘルスツーリズム構築事業について御説明いた
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します。資料は３ページ目になります。 

 初めに、１、事業の背景・目的ですけれど

も、市では、日奈久温泉を核とした地域資源の

活用と観光コンテンツの開発に取り組んでおり

ます。この取組をさらに発展させるため、一般

社団法人ＤＭＯやつしろを中心とした自然や食

など、本市の特性や強みを生かしたニューツー

リズムを構築し、観光産業の発展を図ることと

しております。 

 次に、２、事業の概要についてですけども、

事業期間は令和元年度から今年度までの３か年

事業で、①から⑤の事業について取り組むこと

としており、その内容は、ヘルスツーリズムの

構想づくりから始まり、ＤＭＯの人材育成をし

つつ、健康プログラムの開発を行います。 終

的には、日奈久地域にある観光素材をブランデ

ィングし、ヘルスツーリズムを構築し、新たな

魅力を創出するとしているところです。 

 次に、４、事業の地方創生への効果について

ですけども、本事業で先駆的ニューツーリズム

分野に事業展開できた点や、新型コロナウイル

ス感染症の影響があったものの、旅行商品の試

行が実施できたことから、一部のＫＰＩが目標

値に達しなかったものの、３の地方創生に効果

があったと評価しております。 

 後に、７、２年経過時点での総括について

です。 

 令和元年度、魅力ある素材の洗い出しやター

ゲットのライフスタイル、消費者価値観変容等

の実態調査中心の事業を実施しております。 

 令和２年度、健康体験プログラムの開発及び

ヘルスツーリズムとして、商品造成などウィズ

コロナを踏まえた旅行商品の検討とプログラム

の絞り込み、受付体制の整備、モニターツア

ー、健康食の調査・開発、また、ヘルスツーリ

ズムのサービスを提供できる有識者の育成と関

係団体との連絡調整、豊富な地域資源の活用で

き得る人材育成を実施しております。 

 令和３年度は 終段階となり、これまで２年

間の成果を踏まえた旅行商品を試行することと

しております。新型コロナウイルス感染症の影

響により、購買意欲の低下、外出への抵抗感

等、旅行に消極的な時期ではあるものの、５年

後、１０年後を見据え、本市の光り輝く商品と

なり得る健康プログラム旅行商品、健康（食）

の販売、販売システムの構築、地域住民を対象

としたシンポジウムの開催等を実施してまいり

たいと考えております。 

 以上で、八代市健康交流のまちづくりを目指

したヘルスツーリズム構築事業の説明を終わり

ます。 

○坂本支所理事兼地域振興課長（田中かおり

君） こんにちは。坂本支所地域振興課の田中

でございます。着座で説明させていただきま

す。 

○委員長（村川清則君） はい、どうぞ。 

○坂本支所理事兼地域振興課長（田中かおり

君） 本事業は、地方創生拠点整備交付金事業

となります。拠点整備事業となりますので、１

番から３番までと少し違っております。 

 コミュニティビジネスによるしごと創生・地

域活性化プロジェクトについて説明いたしま

す。 

 まず、事業の背景・目的ですが、広域交流セ

ンターさかもと館は、平成７年度に地域の物産

振興・交流の拠点としてオープンしたところで

ございますが、平成３０年３月の荒瀬ダム撤去

に伴いまして、球磨川の再生による新たな観光

資源が生まれつつある機会を捉え、交流人口の

拡大、コミュニティビジネスによる地域雇用の

創出を目的に、その敷地内に地域住民の活動拠

点としての施設を整備するものです。 

 次に、事業の概要といたしましては、下の、

６番の経費内容・事業実績にありますとおり、

平成２９年度にイベント室や厨房設備等を持つ

鉄骨平屋造、総面積１８２平米のイベント交流
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施設の整備を実施しており、総事業費は５６６

８万１０００円となっております。 

 次に、資料は上に戻っていただいて、３番、

本事業における重要業績評価指標ですが、各年

度の収入額、来客者数、雇用創出数ごとの実績

を載せております。主に食処さかもと、鮎やな

によるものでございますが、令和元年度まで

は、目標値に達してない部分もございますが、

各指標ともに順調に伸びていたところですが、

令和２年度におきましては、新型コロナウイル

ス感染症、また、７月豪雨の影響によりまし

て、実績なしとなっております。 

 そこで、資料の４、令和２年度の本事業の地

方創生への効果といたしましては、新型コロナ

ウイルス感染症による利用中止及び豪雨被害に

より、重点業績評価指標の項目の実績がなく、

適切に評価を行うことが不可能であることか

ら、評価不能としております。 

 後に、１０、５か年の効果検証総括です

が、施設の整備後、観光施設や市内企業及び各

種団体へのＰＲを行った結果、来客が増え、売

上額も増加いたしました。さらに、リピーター

も増え、安定した結果を維持することができ、

目的としている交流人口の拡大及び地域雇用の

創出を達成しつつありました。しかしながら、

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響及び７月豪雨災害被災により、施設の利用が

できない状況となり、事業の方向性も見通せな

い状況となりました。 

 今後は、国・県による道路の復旧状況及び治

水事業の計画を把握するとともに、坂本地域全

体の復興状況や住民ニーズを確認しながら、施

設の復旧についての検討を行っていく必要がご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（村川清則君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 南課長が説明したか

な。交流のまちづくりを目指したヘルスツーリ

ズムのところのですね、中段ぐらいに、経費の

内容・事業実績の中で⑤、日奈久地域にある個

々の観光素材ブランディング、ここなんですけ

ども、これに環境の整備というのをですね、よ

く考えていただければと思うんですよ。という

のは、温泉のマークもないし、特に県立公園と

いう形の中で、今の日奈久水産の前の街路灯か

ら花壇から、そして桟橋からですね、あそこを

見ますと本当にですね、素朴でですね、観光地

じゃないんですよね。観光地行ったならば、や

っぱり熱海に行けば海岸沿いはきれいだし、湯

の児に行ってもやっぱりきれいだし。草はぼう

ぼうで、花壇は、そこの８６歳の方がですね、

ちょうどこの前も草を取られとってですね、暑

かったけんで、やめなっせと俺は言うてきたん

ですけども。花壇もどこがすっとだろか、もと

もとは日奈久出張所、コミュニティセンターで

苗をもらってから植えよったけども、もう年と

ったけんでから植えきらん、草も取りきらんと

いうことでですね、どこが管理しているのか分

かりませんけども、そこ辺りの管理と、同時に

温泉に、ばんぺい湯に行くところの柳屋旅館さ

んからですね、街灯は、温泉の街灯はあります

が、温泉の街灯はぼとぼと。ぼとぼとという

か、沈んでいくようなぼとぼとの灯りで、そう

いう街路灯とか、そしてまた、温泉街でのです

ね、休憩するとこのベンチもありません。（聴

取不能）ですね。それと同時に歩道の整備の中

でも、やはりきれいなですね、白線、歩道、車

道ですね、そういうのを整備しながらですね。

この前、南理事のほうにからくり時計の整備し

ていただいて、大変喜んでおられます。あの音

色、本当に日奈久がちょーっと明るう見えたな

あということでですね。あそこのケントの喫茶

店のマスター、ママさん、物すごい喜こんどら

したですよ、声が聞こえて。からくりのあの周
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辺というのはですね。そういうことを考えれ

ば、この⑤のところのですね、観光の素材も大

事だと思いますし、環境の整備も大事だと思う

んですね。本当の温泉地なんだということで、

途中途中に大型看板等を立ててですね、魅力の

ある日奈久温泉の再興をですね。開湯４００年

以上過ぎたところですから。行くとこはありま

せん、八代は。日奈久温泉、そしてまた坂本地

域、東陽町、泉町、こういうところを拠点とし

たですね、やはり観光の素材というのは、改め

て私は環境整備というものをしていただければ

なと。本当の温泉地なんだというですね。これ

はもう南理事のところしかできません。あなた

がもし卒業したときには、後輩たちがですよ、

一生懸命頑張ってくれると思うんですけども、

あなたの手でやるんだということでひとつ頑張

っていただきたいと思います。 

 これ要望です。 

○委員長（村川清則君） 要望として。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で地

方創生推進交付金事業に係る効果検証について

を終了します。 

 執行部は御退室ください。（｢どうもありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

（執行部 退席） 

○委員長（村川清則君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後０時１４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年６月１７日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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